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   Ｃ１２Ｐ  21/02     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月3日(2014.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　懸濁物中の細胞培養物の連続灌流培養によって、止血タンパク質を生産するための方法
であって、前記細胞培養物が、前記培養物の懸濁物中に前記止血タンパク質を発現し、
　前記細胞培養物が、フィルターモジュールを通過して流動し、前記フィルターモジュー
ルが、回収ポートに通じ、前記フィルターモジュールが、前記止血タンパク質の通過を可
能とする０．１から２．９μｍまでのメッシュサイズを有し、且つ
　前記フィルターモジュールを通過する前記流動が、交互のタンジェンシャルフローであ
る、
止血タンパク質を生産するための方法。
【請求項２】
　前記止血タンパク質が、第ＩＸ因子である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記止血タンパク質が、第ＶＩＩＩ因子である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記止血タンパク質が、第ＶＩＩ因子である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　大規模発酵（少なくとも５００Ｌ）において行われる、請求項１から４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記灌流の速度が、１日当たり０．７から１０容量までである、請求項１から５のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項７】
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　ろ過されていない細胞培養物の懸濁物が、１日当たり０から０．５容量の速度で取り除
かれる、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　ろ過されていない細胞培養物の懸濁物が、１日当たり０．０１から０．２容量の速度で
取り除かれる、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　ろ過されていない細胞培養物の懸濁物が、連続的にまたは不連続的に取り除かれる、請
求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記細胞の濃度が、８０×１０６細胞／ｍｌ未満に維持される、請求項１から９のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記細胞の濃度が、５０×１０６細胞／ｍｌ未満である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法によって生産される組換えタンパク質。
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